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【道路要望について】

　10年経過した道路要望で着手に至らなかったも

のについて、再度要望を出さなければならない理

由が分からない。

　令和6年度のAランク、Bランクは年間何件くら

いあるのか。令和6年度にAランクで実施された要

望は何件あったのか。

　これまで、道路治水課に確認してもいつやるの

か回答がない。

　私有地を通っている用水路がBランクになって

いるが、市の土地でないのにおかしい。また、一

番人が通っているところでBランクもおかしい。A

ランクにしてもおかしくない場所もある。

道路治水課

(都市整備部長)

　沿線住民の同意について、道路の改良、拡幅には地域の方の同意があった初めて

工事ができます。その中で10年経つと要望書を提出しなければならないという点で

すが、10年経つと世代も変わり、賛成や反対の意見が変わることもありますの

で、改めて提出いただいているということも理由の一つとしてあります。

　年間の工事件数ですが、令和6年度はAランクとBランクで約30件の工事をやって

います。要望については、AランクDランクまでで約1,000件あります。その中で年

間約30件しか工事ができていないという状況です。

　私有地の中に用水路が入っていることについては、再度道路治水課に確認させて

いただきます。

2

【道路要望について】

　道路の穴埋めについて、早急に対応してもらっ

て助かるが、本当に職員がやっているのか。私が

見ると素人がやったように見える。

　何度も電話して、やっと幅広く対応してもらえ

る状況である。

道路治水課

(都市整備部長)

　道路の穴についてですが、現場を確認してきました。道路治水課とも、道路評価

の基準に照らして実施するのか、緊急的に対応するのかという点について別途協議

する必要があると考えていますので、改めて道路治水課にご意見を伝えさせていた

だきます。
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【義務教育学校について】

　学校再編については、必要性は理解している。

義務教育学校を3校に集約することを決めた理由

を教えてもらいたい。羽生、鴻巣、熊谷に近いと

ころに住む児童にとっては通学も大変だと思う

し、３校ではなく５校にすることも検討すること

が必要だと思う。そういった検討をされたのか。

したのであれば、その資料をもらいたい。最初か

ら３校という結論ありきで進めているように感じ

る。

教育総務課

(学校教育部長)

　再編に当たりましては、児童生徒の減少に伴い、現在でも教育活動に支障が出て

きている状況です。そのため、一定の規模を確保して、より良い教育環境で質の高

い教育を実現するために、3校の義務教育学校に再編するということ目指して、骨

子編、個別編を策定しています。

　1校当たりの児童生徒数を減らして、学校数を増やした場合、一定期間経過後に

また児童生徒数が減少することにより再度再編する可能性があることも考え、20年

後もクラス替え等が可能な一定規模の学校を目指すということで、3校への再編と

したものです。

教育総務課

(学校教育部長)

　行田中学校の敷地が狭すぎるということですが、令和12年度の開校を目標に進め

ていく中で、現在敷地の選定につきましては、行田中学校の場所と佐間地区内とい

う２つの候補を検討しています。今後、敷地の選定、整備方法につきましては、今

後策定する基本構想の中で定めていく予定です。その際に、場所が決まりますの

で、児童生徒がゆとりをもって学校生活を送れるように、学校の設置基準を踏まえ

て、整備方法を検討していきたいと考えています。

教育総務課

(総合政策部長)

　Bブロックの新校の場所についてですが、個別編の中では候補を2つ掲げていま

す。行田中学校の敷地と、佐間地区内に全く新しい敷地を確保することとして、話

を進めています。通われるお子さんの居住地区も考え、佐間地区内に新しい土地が

ないかということで、既に地権者に当たって感触を図っているところです。新しい

土地が確保できれば、そこでの新校建設ということも判断できるものと考えていま

す。
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【義務教育学校について】

　Bブロックの候補地、行田中学校については現

在226人の生徒がいるが、令和12年には1,598人の

児童生徒が入ることになる。同じ敷地内に7倍も

の児童生徒を入れるには無理があると思う。建物

を大きくして、教室を増やしても、敷地が増える

わけではない。
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【義務教育学校について】

　Bブロックについて、令和12年度の開校を目指

しているということであるが、開校時期について

も無理があるのではないか。鴻巣の川里の基本計

画では行田市に比べて具体的に決まっているが、

令和13年の開校予定としている。行田市の方が何

も決まっていないのに、令和12年の開校を目指し

ており無理である。児童生徒に関わる人たちの意

見を聞いた上で、丁寧に進めてもらいたい。

教育総務課

(学校教育部長)

　鴻巣市の川里地区と本市と違うところとしまして、川里地区ではアンケートなど

は行われていますが、学校再編計画は立てられていません。本市では、令和5年度

から骨子編を策定し、今年度個別編を策定し、学校の場所や教育内容、計画のスケ

ジュールを示すなど、段階を踏みながら、説明会やパブリックコメントなどを実施

し、丁寧に進めているところです。

　市によってやり方は異なりますが、今後もこのスケジュールに沿って丁寧に進め

ていきたいと考えています。
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【道路要望について】

　木村会計事務所の葦が2ｍほど伸びており、国

道17号バイパス、県道128号から来る車からする

と交差点での見通しが悪く、全く見えない。毎年

道路治水課に要望してきたが、用水路については

道路治水課だけど、地権者については農政課とは

じめて言われた。火災の危険性もあるがどこの責

任になるのか。

　インフォートハートという介護施設ができ、そ

の代表からも葦を何とかしてもらいたいと言われ

ている。また、この介護施設に行く道路も3m道路

に狭まっている。

　担当者部署の回答はBランクであり、道路改良

の優先度は低くなっている。人口が増えている地

域なのに、このような考え方でいいのか。もっと

現場を見て扱い方を変えてもよいのではないか。

農政課

道路治水課

(都市整備部長)

　現場を見てきましたが、見通しが悪いことは確認させていただいています。最初

に道路治水課、農政課の調整をせずにお話を始めさせていただいたことについて、

お詫び申し上げます。

　農政課に確認したところ、地権者に確認、働きかけをして連絡を取っているとの

ことです。いつになったらできるのか、私の方からも改めて要望をしておきたいと

思いますので、少しお時間をいただければと思います。

道路につきましては、市のものでもあることから、すぐに対応させていただきたい

と思います。

　今後はひとつの窓口で、ひとつの要望として取り扱わせていただきたいと思いま

すので、私の方で両課に改めて伝えさせていただきます。

　また、介護施設インフォートハートのところですが、６～７ｍの道路から急に狭

くなっている状況です。もう少し広くできれば、円滑に通行できるものと考えてい

ます。改めて現場確認し、評価表と合っているのか再チェックさせていただければ

と思います。
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【ごみの有料化について】

　今後いかにごみを減らして、スムーズに処理し

ていくかということを検討していかなければなら

ない。3年後に新しいごみ処理場ができるが、ごみ

を出せば何でも市が無料で処理してくれる、これ

が非常に問題だと思っている。

　今後5年、10年先、ごみをいかに減らしていく

かを考えた場合、ごみの処理の有料化が大切であ

る。

　事前要望の回答を見ると、有料化は考えていな

いとのことだが、将来的に有料化することも検討

するように、市長も考え方を変えてもらいたい。

環境課

(市長)

　ごみの量を減らすためには、有料化することが最も効果的だと考えています。市

民の皆さんと環境問題についてしっかりと考えていかなければならないという認識

も持っています。

　一方で、市民の皆様には様々な考え方があると思います。将来的にどのようなご

み処理の在り方がよいか、環境課職員と考えるとともに、幅広く皆様の声も聞きな

がら考えていきたいと思います。

　ご意見ありがとうございます。
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【行田音頭について】

　行田市再生への道としてストック戦略、行田の

持っている強みを生かしていくことが重要だと思

う。

　「行田音頭」は昭和初期にできたが、大きな宝

である。「行田音頭」もやり方によっては広がっ

ていくのではないか。

　例えば、スターダストレビューの根本さんにラ

イブで歌ってもらうなど、観光課の方にアプロー

チしてもらっても良いのではないか。

　子どもの頃には運動会や昼休みに「行田音頭」

を流したり、盆踊りで踊ったりということがった

が、現在はそういう機会もだいぶ少なくなったと

思う。

　防災行政無線の冒頭で流したり、イベントで積

極的に流したりすれば、もっと浸透すると思う。

商工観光課

(副市長)

　「行田音頭」の普及につきましては、これまでも「新・行田音頭」に取り組んだ

こともあります。ご提言いただきましたので、今後も「行田音頭」を風化させない

ような形で、何か活かしていけるような方策を考えてまいりたいと思います。


